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平成２０年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その４）

区 分 件 名 概 要

予 算 件
条 例 案 １件 議案 １件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件

計 １件

◎条例案（１件）
総務部 三重県県税条例の一部を改 地方税法等の一部改正に伴い、県民税、自動車税、自動車

正する条例案 取得税、軽油引取税等についての規定を整備するとともに、
地方税の偏在を是正するための措置として、法人の事業税の
税率の引き下げを行うための規定を整備するものである。
（公布の日（一部平成２０年１０月１日、平成２０年１２月
１日、平成２１年１月１日、平成２１年４月１日、平成２２
年１月１日、平成２２年４月１日）から施行）

（主な改正項目）

１ 個人の県民税

(1) 控除対象寄附金の拡大等

・控除方式を所得控除から税額控除（都道府県民税４％、市町村

民税６％）に改める。

・寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、適用下限額を引き

下げる。

上 限 額 総所得金額の２５％→総所得金額の３０％

適用下限額 １０万円 → ５千円

(2) 上場株式等の譲渡益・配当に係る軽減税率１０％（住民税３％、

所得税７％）を平成２０年末をもって廃止する（平成２１年以降

２０％（住民税５％、所得税１５％）となる。）。ただし、円滑に新

制度へ移行するための措置として平成２１、２２年の２年間は、年

間５００万円以下の譲渡益及び年間１００万円以下の配当について

は１０％（住民税３％、所得税７％）の税率を適用する。

２ 法人の事業税

税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が

行われるまでの間の措置として、地方法人特別税（国税）を創設し、

その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に譲与

するために、法人の事業税の税率の引き下げを行う。

３ 自動車税

環境負荷の小さい自動車の税負担を軽減し、環境負荷の大きい自動

車の税負担を重くする「自動車税のグリーン化」を実施しているとこ

ろであるが、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化したう

えで、平成２２年３月３１日まで延長する。

４ 自動車取得税

(1) 自動車取得税の低燃費車特例について、軽減対象をより環境負荷

の小さい自動車に重点化したうえで、平成２２年３月３１日まで延

長する。

(2) 税率の特例措置の適用期限を平成３０年３月３１日までとする。

（本則） （特例）

取得価額の３％ → 取得価額の５％（軽自動車以外の自家用車）

５ 軽油引取税

税率の特例措置の適用期限を平成３０年３月３１日までとする。
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（本則） （特例）

１５．０円／ℓ → ３２．１円／ℓ

〈参 考〉

○地方税法第３条第１項により、県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定

めるには、地方団体の条例によらなけらばならないとしていることから、地方税法の一部改正に伴

う規定の整備をするものである。


